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【
平
成
27
年
上
三
川
町
に
関
す
る
出
来
事
】₅0
年
に
一
度
言
わ
れ
る
関
東・東
北
豪
雨
が
発
生
、町
内
各
所
で
通
行
止
め
や
浸
水
被
害
な
ど
が
発
生
。

医
療
費
適
正
化
の
た
め
、
正
し
い
受
診
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

消
費
豆
知
識
�

電
気
ス
ト
ー
ブ
の
火
災
に
注
意
！！

事
例
1　

就
寝
中
に
寝
返
り
を

打
っ
た
際
、
布
団
な
ど
の
寝
具
が
、

付
け
た
ま
ま
の
電
気
ス
ト
ー
ブ
に
接

触
し
出
火
し
た
。

事
例
2�　

室
内
に
干
し
て
い
た
洗

濯
物
が
乾
い
て
軽
く
な
り
、
電
気
ス

ト
ー
ブ
の
上
に
落
下
し
燃
え
広
が
っ

た
。

事
例
3　

電
気
ス
ト
ー
ブ
の
近
く

に
畳
ん
だ
衣
類
や
タ
オ
ル
を
置
い
て

い
た
と
こ
ろ
、
い
つ
の
間
に
か
接
触

し
出
火
し
た
。

電
気
ス
ト
ー
ブ
類
は
、
炎
が
出
て
い

な
い
た
め
安
全
に
見
え
ま
す
が
、
熱

が
あ
る
の
で
火
災
の
危
険
が
あ
り
ま

す
。

・�

寝
返
り
な
ど
で
布
団
が
ス
ト
ー
ブ

に
接
触
し
て
火
災
に
な
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。
寝
る
と
き
や
そ
の
場

を
離
れ
る
時
は
、
火
を
消
す
習
慣

を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

・�
カ
ー
テ
ン
の
そ
ば
で
使
用
し
た

り
、
ス
ト
ー
ブ
の
上
や
近
く
に
洗

濯
物
を
干
し
た
り
す
る
と
、
ス

～
整
骨
院
・
接
骨
院
で
柔
道
整
復
師
の
施
術
を
受
け
る
と
き
～

　

整
骨
院
や
接
骨
院
は
国
家
資
格
を
持
つ
柔
道
整
復
師
が
施
術
す
る
施
設
で
す
。
負
傷
原
因

や
症
状
等
に
よ
っ
て
国
民
健
康
保
険
が
使
え
る
場
合
と
使
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
が
使
え
る
場
合

　

・
外
傷
性
の
ね
ん
ざ
、
打
撲
、
肉
離
れ
な
ど

　

・
骨
折
、
脱
臼(

応
急
手
当
を
除
き
、
医
師
の
同
意
が
必
要
で
す)

○
国
民
健
健
康
保
険
が
使
え
な
い
場
合

　

・
単
な
る
疲
れ
や
肩
こ
り
、
筋
肉
痛

　

・
内
科
的
疾
患
に
よ
る
痛
み
や
こ
り

　

・
仕
事
中
や
通
勤
途
中
に
起
き
た
負
傷(

労
災
保
険
か
ら
給
付
に
な
り
ま
す)

〜
施
術
を
受
け
る
と
き
の
注
意
〜

○
負
傷
原
因
を
正
確
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

　

外
傷
性
の
負
傷
で
な
い
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
は
使
え
ま
せ
ん
。
何
が
原
因
で
負
傷
し

た
の
か
を
正
し
く
伝
え
ま
し
ょ
う
。

○
医
療
機
関
と
の
重
複
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

同
一
部
位
の
負
傷
に
つ
い
て
、
同
時
期
に
柔
道
整
復
師
に
よ
る
施
術
と
医
療
機
関
で
の
治

療
を
重
複
し
て
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
、
原
則
的
に
柔
道
整
復
師
の
施
術

料
は
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。�

○
療
養
費
支
給
申
請
書
は
必
ず
自
分
で
署
名
し
ま
し
ょ
う
。

　

療
養
費
支
給
申
請
書
は
、
患
者
さ
ん
が
柔
道
整
復
師
に
国
保
の
医
療
費
の
請
求
を
委
任
す

る
も
の
で
す
。
申
請
書
の
内
容
を
確
認
し
、
必
ず
自
分
で
署
名
を
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。(

ケ
ガ
な
ど
が
原
因
で
や
む
を
得
ず
代
筆
し
て
も
ら
っ
た
場
合
は
押
印
も
必
要
で
す
。)

○
施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
、
医
師
の
診
断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

長
期
間
施
術
を
受
け
て
も
痛
み
が
続
く
場
合
に
は
、
負
傷
が
原
因
で
な
く
内
科
的
要
因
も

考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
医
師
の
診
断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

問
い
合
わ
せ
先
＝
保
険
課　

国
保
年
金
係

　

9
1
3
4

☎
56

ト
ー
ブ
に
触
れ
て
火
災
に
な
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

・�

電
気
ス
ト
ー
ブ
は
、
何
か
の
拍
子

に
誤
っ
て
ス
イ
ッ
チ
が
入
っ
て
し

ま
い
、
近
く
に
可
燃
物
が
あ
る
と

出
火
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

・�

ス
ト
ー
ブ
本
体
の
異
常
か
ら
出
火

す
る
火
災
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

異
常
を
感
じ
た
場
合
は
使
用
を
中

止
し
、
製
造
メ
ー
カ
ー
や
販
売
店

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　

取
扱
い
に
十
分
注
意
し
て
、
ス

ト
ー
ブ
の
火
災
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
！

＊
「
電
気
ス
ト
ー
ブ
類
」
と
は
、
電

気
ス
ト
ー
ブ
、
カ
ー
ボ
ン
ヒ
ー
タ
、

ハ
ロ
ゲ
ン
ヒ
ー
タ
、
温
風
機
を
含
み

ま
す
。

▼ 

相
談
日
時
＝
月
～
金
曜
日(

祝

日
・
年
末
年
始
を
除
く)

　

 

午
前
９
時
～
正
午　

午
後
１
時
～

　

４
時

▼ 

相
談
場
所
＝
上
三
町
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー(

役
場
３
階)

▼
相
談
専
用
電
話
番
号
＝

　

9
1
5
3

☎
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【
平
成
27
年
上
三
川
町
に
関
す
る
出
来
事
】本
町
と
三
芳
町(

埼
玉
県
入
間
郡)

が
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関
す
る
協
定
を
締
結
。

ギャラリー＆多目的スペース

ギャラリー展示、趣味やサークルの集まりなどに
ご利用ください。利用者随時受付中です。

「やねうら」で素敵な時間をお楽しみ
ください

イベントスケジュールやご利用のお問い合わせは海老原善次商店（上三川町上三川4879　℡ 0285{56}2065）まで
当店ホームページ（http://ebiharashouten.com/）でも最新情報チック！

暮しの店　海老原善次商店　2階
や ね う ら

フィットネスクラス募集中！
（まずは体験レッスンから）

★ 平成28年1月18日午後1時半より：「笑顔で健康体操！」無料体験レッスン
（シニアや運動が苦手な方大歓迎）

★ 平成28年1月22日午後1時より：「バレトン」エクササイズ無料体験レッスン

　「バレトン」は10年前にニューヨークで生まれたバレエとヨガとストレッチを組み合わせた、新し
いエクササイズ。現在都内で大人気のバレトンが上三川に初登場です。

レッスンのお問い合わせは当店まで、お気軽にどうぞ。

　平成28年分農業用免税証の交付申請を次のとおり受付します。

▶受付日時及び場所＝

　期日＝２月４日(木)　上三川地区・明治地区のうち多功及び天神町

　　　　２月５日(金)　本郷地区・明治地区(多功及び天神町を除く)

　時間＝午前９時30分〜午後３時　(正午〜午後１時までは昼休み)

　場所＝役場３階　大会議室

▶持参するもの＝　

（1）新規申請以外の方

　・免税軽油使用者証

　・印かん

　・免税軽油の引取り等に係る報告書

　　(納品書・請求書又は領収書を持参。納品書等は、確認後返却します。)

　・栃木県収入証紙(420円分：使用者証が今回更新の方のみ)

（2）新規申請の方

　・印かん

　・農業委員会が発行する耕作証明書

　・作付け内容や使用機械を記入した書面(メモ等)

　・栃木県収入証紙(420円分)　

▶免税証の交付＝

　前年度の申請内容に変更のない方　　　→　書類に不備がない場合、申請日に即日交付します。

　新規申請の方及び追加交付希望の方　　→　後日、県税事務所窓口にて交付いたします。

　※追加交付希望の方は、前年交付と同数量分は申請日に交付します。

●注意事項
①�上記の受付期日で都合のつかない方は、２月15日(月)〜17日(水)の間に、栃木県庁河内庁舎5
階・大会議室で受付をしてください。

��【受付時間：午前８時30分〜11時30分/午後１時〜４時30分】
②�新規申請及び数量変更希望の方を除き、耕作証明書の添付は不要です。
③�報告書に添付すべき納品書等を忘れた場合、免税証の即日交付はできません。紛失した場合は、
必ず購入店で販売証明書を持参してください。(新規申請の方を除く。)

　※耕作証明書の発行を代理人に依頼する場合は、委任状が必要となります。

▶問い合わせ先＝栃木県宇都宮県税事務所　課税課　☎028(626)3018
　　　　　　　　上三川町農業委員会事務局　☎56 9166

軽油引取税に係る農業用免税証の交付申請


